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消費者教育の⽬的及び具体的政策の柱
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・消費者教育については、消費者教育推進法（2012年公布・施⾏）に基づき推進

・消費者教育の⽬的は、「だまされない消費者」「⾃分で考える消費者」の育成

・政策は、基本⽅針（閣議決定）に基づき推進
 ライフステージに応じた消費者教育（学校、地域、家庭、職域等）の実施
 消費者の特性に配慮した教材開発、情報提供による担い⼿⽀援
 消費者教育の担い⼿間の連携・協働（国、地⽅公共団体、消費者団体、事
業者等）

 ⾦融経済教育や環境教育等、他の消費⽣活に関連する教育との連携推進

・政策推進の枠組み
 法に基づき設置された消費者教育推進会議において議論（⽂科省、⾦融庁
等13省庁が幹事として参加）

 成年年齢引下げについては、閣僚級会合を開催



①教材を探す
フリーワード、トレンドワードといった
「直感的な検索」、また、ライフステー
ジや対象に応じての「詳細検索」など、
利⽤者のニーズに応じて検索。

②取組事例・注意喚起チラシ
を⾒る
授業や講座を実践する際に参考とな
る取組事例、注意喚チラシへアクセ
スしやすくし、利⽤者の探す負担を軽
減。

③講師を探す
講師情報を検索可能とすることで、
担い⼿のみならず、消費者教育を希
望する幅広い層への対応が可能。

消費者教育の現状
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外部講師の活⽤等⼀層の消費者教育の改善・充実

・ 計画策定、協議会設置が進み、消費⽣活センター等を拠点に、地域の消費者
教育は⼀定程度進捗

担い⼿の育成、関係者の連携・相互の学びを促進

・ 取組は緒に就いたところ

継続的学びに向け、職域の取組を強化

 新学習指導要領において消費者教育の内容を充実
（小学校(2020年度～)、中学校(2021年度～)、高等学校(2022年度～）及び特別支援学校）

 高等学校等における「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育の実施率
67％（2018年度） → 91％（2021年度）

 消費者教育推進計画：47都道府県・18政令市（2021年４月時点）

 消費者教育推進地域協議会：47都道府県・19政令市（2021年４月時点）

 消費者教育コーディネーターの配置：40都道府県、16政令市（2021年４月時点）

 地方公共団体による講座の実施
（2020年度 対学生：3851、対社会人：1443、対高齢者：2850）

※従業員向け消費者教育の推進に関する取組は2022年度からの実施を検討中

学校
学習指導要領に基づく実践的な教育の推進

地域社会
消費⽣活センターを地域住⺠に消費者教育を提供する場として拠点化

職域
事業者の形態、事業分野等に応じた従業者に対する教育を実施

消費者教育ポータルサイト
の充実

（令和４年３⽉に改修）

〇ライフステージに応じた場を活⽤して消費者教育を実施してきたところ、学校、地域社会における取組は⼀定
程度進捗。今後の課題は、職域における従業員に対する教育の実施。
〇消費者教育ポータルサイトによる教材、講師、注意喚起チラシ等の効果的な教育の実施を促進。



（参考）成年年齢引下げに関する関係閣僚会合
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内閣総理⼤⾂
内閣官房⻑官
内閣府特命担当⼤⾂（少⼦化対策）
内閣府特命担当⼤⾂（消費者及び⾷品安全）
内閣府特命担当⼤⾂（⾦融）
国家公安委員会委員⻑
総務⼤⾂
法務⼤⾂
⽂部科学⼤⾂
厚⽣労働⼤⾂
経済産業⼤⾂
内閣官房副⻑官（衆）（参）（事務）

出席者

〇成年年齢引下げに向けたこれまでの成果を確認し、若年者が安⼼して活躍することのできる社会作りを
更に強⼒に推し進めるため、令和４年１⽉７⽇に関係閣僚会合が開催。

〇同会合では、「若年者の消費者被害等を防⽌するための主な施策」が取りまとめ・公表された。

消費者庁における施策例
・⾼等学校における消費者教育教材「社会への
扉」等を活⽤した授業実施の働きかけ
・⼈気アニメ「東京リベンジャーズ」とタイアップした
⼤規模キャンペーンの実施 等



成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針
－消費者教育の実践・定着プラン－

（令和４年３月31日 若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）

成年年齢引下げ後の若年者に対する消費者教育は、高等学校段階のみならず、社会人も含めた若年者への切れ

目のない消費者教育へと進展させ、消費者被害の状況等も踏まえつつ、成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・

定着に向けて関係４省庁が連携し、若年者への消費者教育に取り組む。 ※2022年度以降３年間の計画

消費者庁 法務省 文部科学省

４省庁が連携して成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・定着に向けた取組を推進

金融庁

Ⅰ 実践的な取組の推進・環境整備

Ⅱ コンテンツの充実・活用の促進

Ⅲ 進捗状況のフォローアップと推進方針の見直し

１．学校等における消費者教育の推進

（１）高等学校等における消費者教育の推進
○学習指導要領の趣旨の周知・徹底
○実践的な消費者教育等の推進
○教員の養成・研修の推進 等

（２）大学等における消費者教育の推進
○消費生活センター等と連携、実務経験者の活用の
促進

○学生に対する消費者被害防止に向けた指導
○金融経済教育講座の実施 等

（３）事業者等における若年者向け消費者教育の推進
○新人研修等を活用した消費者教育の促進 等

２．若年者に対する広報・啓発
（注意喚起・情報発信等）

○若年者の消費生活相談の状況等を踏ま
えた注意喚起

○若年者が社会の一員として相互に情報
共有する活動の推進

○成人式、入学時ガイダンス等を活用した
情報発信

○シンポジウム等を活用した啓発
○SNS等を活用した情報発信 等

３．若年者を支える社会的な環境
の整備

○消費者ホットライン188の周知

広報

○若年者が相談しやすい体制整備

及び周知

○親世代を含めた若年者周辺の人

への啓発・情報発信 等

○ 動画、教材等のＳＮＳ、ウェブサイト・ポータルサイト等を通じ活用促進 等

○ 各施策の進捗状況を毎年度フォローアップ
○ 進捗状況や社会経済情勢を踏まえ、必要に応じ見直し 等
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⽣
徒
⽤
教
材

契約について理解しよう︕

グループ学習に
も活⽤できる
ワークを掲載

ワーク３ なぜ、法律では上のような取
引に関してクーリング・オフ制度を定めて
いるのだろうか。

教
師
⽤
解
説
書

●⽣徒⽤教材各ページの解説
●教師として知っておきたい若年者を取り
巻く消費⽣活に関する情報
●⽣徒⽤教材の「ワーク」「発展」、「プラス
α問題」の考え⽅

公⺠科、家庭科の指導案例とワークシート
例（ワークシート実物⼤はウェブサイト掲載）

キャッチセールスのイメージ

⾼校⽣向け消費者教育教材「社会への扉」
〇⾼等学校段階までに、契約に関する基本的な考え⽅や契約に伴う責任を理解するとともに、⾝近な契約等
を通じて、社会において消費者として主体的に判断し責任を持って⾏動できるような能⼒を育むことを⽬的。
○消費者教育推進会議の下に⽴ち上げたワーキングチーム(WT) において、⽂科省と連携し、作成。

<概要> <作成経緯>
〇平成27年12⽉〜

〇平成29年３⽉

〇平成30年２⽉
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消費者教育推進会議の下にWTを⽴ち上げ
※オブザーバーとして⽂科省も参加

完成

→⽂科省と連携の上で、教材を周知

→「社会への扉」を全国の⾼等学校に提供・活⽤を
促すことを⽬標として設定
⇒「社会への扉」等を活⽤した実践的な消費者教育の
実施率は、91％ (2021年度)

「若年者への消費者教育の推進に関する
アクションプログラム」の決定

※若年者の消費者教育の推進に関する４省庁関係局⻑連絡会議決定
（消費者庁、法務省、⽂部科学省、⾦融庁）

●消費⽣活に関する12のクイズを掲載
→契約や消費者トラブル等が⾝近な暮ら
しの中に存在することに気付かせる。



国⺠⽣活センター⾒守り新鮮情報 第186号
（2014年3⽉24⽇）

霊感商法関連の取組①

国⺠⽣活センター⾒守り新鮮情報 第277号
（2017年4⽉4⽇）

〇国⺠⽣活センターによる、開運商法や占いサイトに関する具体的な相談事案に基づく注意喚起チラシ
「⾒守り新鮮情報」等により被害防⽌を促進。
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富⼭県
くらしの安⼼情報

（令和3年1⽉12⽇）

福岡県消費⽣活センター
どんなところにもトラブルのタネ

（中・⾼年編）

霊感商法関連の取組②

〇消費者教育ポータルサイト等において、学校や地域等において役⽴つ教材、注意喚起チラシ等を各担い
⼿が掲載し、相互に活⽤することを促進。
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〇若年者、⾼齢者・障がい者向けの⼼理傾向チェックシートを作成（⻄⽥公昭教授監修・作成）。

霊感商法関連の取組③



霊感商法関連の取組④
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消費者庁「不当な契約は無効です︕－早分かり︕消費者契約法ー」
（平成31年２⽉）より抜粋・加⼯

○平成30年の消費者契約法改正内容の周知啓発
・リーフレットを作成し、各地⽅公共団体、消費者団体、⾼齢福祉関係団体等に送付。
・地⽅公共団体、消費者団体、⼤学等からの要請に応じて、職員が講演・説明会を実施。



霊感商法関連の取組⑤
○地⽅⾃治体における⾼齢者、障害者等の消費者を⾒守るためのネットワーク設置を推進。
○ガイドブックやチラシ等、⾒守り活動に資する情報を提供し、被害の未然・拡⼤防⽌、早期発⾒・解決を
図っている。
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今後の消費者教育の取組⽅針（案）

○「消費者⼒」強化のための教材検討会（仮）の開催
・消費⽣活に関する基本的な知識や批判的思考⼒を⾝に付けられるよう、初級、
中級、上級の３段階で消費者⼒を測定・強化するための教材を検討・作成

○多いトラブル事例について、その⼿⼝や対処法に関する教材の充実
・学校向け出前講座事業における内容の充実
・令和４年度事業者向け消費者教育教材開発事業への反映
・⾼齢者向け教材の拡充
・動画教材等の作成
・オンラインセミナーの実施 等

○関係省庁や関係団体等と連携した啓発の強化
・⼤学⽣協や⾒守りネットワーク等と連携し、若者、⾼齢者等に啓発パンフレット等を
配布（庁内関係課と連携）
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最近注⽬される消費者問題
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〇2021年の消費⽣活相談件数は85.2万件。最近注⽬される消費者問題として、インターネット通販、
定期購⼊が⾼⽔準で推移、SNS関連が増加している。

参考資料１
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若者の消費者トラブル

（出展）国民生活センター 「18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブ
ル 最新10選」 ［2022年2月28日:公表］より抜粋

○若者の消費者トラブルでは、副業等のもうけ話や美容に関するものが多くなっている。

参考資料２


